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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年４月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１０月１日 ０９時１５分ごろ 

発生場所 千葉県館山市洲
すの

埼北西方沖 

 洲埼灯台から真方位３１０°６.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°０２.３８′ 東経１３９°３９.８６′） 

事故調査の経過 平成２６年１０月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船兼砂利運搬船 第六十八伸光
しんこう

丸、４９９トン 

   １４０１３５、伸光産業株式会社、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構 

   ７１.７３ｍ×１２.５０ｍ×７.４６ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１６年１２月１８日 

Ｂ 漁船 第三かねい丸、４.５トン 

   ＫＮ３－１５５４２（漁船登録番号）、有限会社かねい丸 

   １０.８９ｍ（Lr）×２.７１ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２３０.４０kＷ、昭和５８年１１月２７日 

   第２３２－１０１５６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ 男性 ５９歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５３年１月１３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年６月２８日 

    免状有効期間満了日 平成２８年９月２日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５５年８月１５日 

    免許証交付日 平成２４年３月６日 

           （平成２９年８月２日まで有効） 

  甲板員Ｂ 男性 ７１歳 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ なし 
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Ｂ 船首外板に亀裂、球状船首の圧壊等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか４人が乗り組み、砕石１,５３０

ｔを積載し、神奈川県川崎市の京浜港川崎区へ向け、自動操舵により

針路約０５３°（真方位）、速力約１０ノット（kn）（対地速力、以下

同じ。）で航行していた。 

 航海士Ａは、単独で船橋航海当直につき、レーダーで周囲の状況を

観察した際、Ａ船の右舷方に船舶の映像はないものの、約０.５Ｍの

ところに航跡だけが映ったので、右舷方を目視で確認したが、船影が

見当たらず、ウイングへ出て右舷方を確認したところ、距離約０.２

～０.３ＭにＢ船を視認した。 

 航海士Ａは、Ｂ船の動静を観察し、Ｂ船がＡ船の船首方を通過する

ものと思ったが、すぐに衝突のおそれを感じ、汽笛を１回吹鳴して左

舵を一杯に取り、機関を後進にかけたものの、平成２６年１０月１日

０９時１５分ごろ、Ａ船の右舷中央部とＢ船の船首とが衝突した。 

 Ａ船は、航海士Ａが船長Ａに衝突したことを報告し、回頭してＢ船

に近寄り、船長ＡがＢ船の状況を確認して海上保安庁へ通報し、その

指示を受けて神奈川県横須賀市の横須賀港第３区へ入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、洲埼西方沖での操業を終

え、横須賀市長井漁港へ帰港するため、約１０kn の速力で北西進して

いた。 

船長Ｂは、操舵室において単独で航海当直につき、自動操舵により

神奈川県三浦市城ヶ島の西方へ向けて航行中、左舷方約２Ｍに北東進

して来るＡ船を認めた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、自船が保持船の立場であり、Ａ船が避航すると

思って動静を観察し、約５００ｍの距離となった際、目測で判断し

て、Ａ船がＢ船の船尾方を通過するので衝突のおそれはないと思い、

レーダーなどの計器類やソナー映像を見ていたところ、甲板員Ｂから

Ａ船が接近している旨の知らせを受け、船首方至近にＡ船を認めて右

舵を取ったものの、直進状態のＡ船と衝突した。 

船長Ｂは、Ｂ船を停船させ、乗組員の安否及び損傷状況を確認して

１１８番通報し、近寄って来たＡ船と相互の状況確認を行い、その

後、自力で長井漁港へ帰った。 

 船長Ｂ及び甲板員Ｂは、長井漁港入港後に病院へ行き、船長Ｂが右

手挫創並びに頭部、左肩及び左下腿
たい

の打撲傷と、甲板員Ｂが右手挫創

とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北、風力 ２、視程 約２Ｍ 

海象：波向 北、波高 約０.５～１.０ｍ 

 その他の事項  航海士Ａは、レーダーで探知した映像が一定の距離に接近したとき

に警報を発する、ガードリング機能を使用していたが、本事故時、レ
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ーダー画面上にはＢ船の映像がなく、Ｂ船の航跡のみを認めた。 

 航海士Ａは、衝突を避けるために右舵を取ることを考えたが、本事

故時、右舷船尾方から接近する他船がいたので、左舵を取った。 

 航海士Ａは、本事故後、距離約０.２～０.３ＭにＢ船を視認した

際、Ｂ船がＡ船の船首方を通過すると思い、避航動作をとるのが遅れ

たと思った。 

 船長Ｂは、本事故時、他船の汽笛を聞いていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、洲埼北西方沖を北東進中、航海士Ａが、見張りを適切に行

っていなかったことから、距離約０.２～０.３Ｍに接近するまでＢ船

に気付かず、衝突のおそれを感じて左舵を取り、機関を後進にかけた

ものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 航海士Ａは、レーダー画面上でＢ船の航跡を認めていること、及び

視程が約２Ｍあったことから、船長ＢがＡ船を視認した頃にはＢ船を

視認できたものと考えられるが、航海士Ａの見張りの状況を明らかに

することはできなかった。 

 Ｂ船は、洲埼北西方沖を北西進中、船長Ｂが、Ａ船がＢ船の船尾方

を通過するので衝突のおそれはないと思い、その後レーダーなどの計

器類やソナーに意識を向け、見張りを適切に行っていなかったことか

ら、船首方至近にＡ船を認めて右舵を取ったものの、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

 船長Ｂは、目測で判断したことから、Ａ船がＢ船の船尾方を通過す

るものと思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、洲埼北西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が北西進

中、航海士Ａが、見張りを適切に行っていなかったため、距離約０.

２～０.３Ｍに接近するまでＢ船に気付かず、また、船長Ｂが、Ａ船

がＢ船の船尾方を通過するものと思い、見張りを適切に行っていなか

ったため、互いに避航動作をとったものの、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・状況に応じて常時適切な見張りを行うこと。 

・接近する他船を認めた場合には、衝突のおそれの有無を判断し、

保持船の立場であっても、適切な時機に避航動作をとること。 



 

付図１ 事故発生経過概略図 
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